
✂〈 切 り 取 り 線 〉 

万一の時はすぐに下記宛に連絡してください。 
芝信用金庫 

お取引店の電話番号　1（　　　）　　　-
※万一の場合に備えて、お取引店の電話番号をお控えください。 

※ATMコーナー営業中はATMコーナーに備え付けの連絡用電話
でも連絡できます。 

平 日 

土 曜  
日 曜
祝 日 

午前8：45 
 

午後5：00

～
 

午後5：00 
 

翌日午前8：45

～
 

24時間 

時　間 連絡先 

しんきんサービスセンター 
103-3740-3080 
 
しんきんサービスセンター 
103-3740-3080 
 

お取引店 

ご利用場所 

現金のお引出し 

お振込み 

お取引内容 
ご利用限度額 

個人のお客さま 
（キャッシュカード・ローンカード） 

ご利用限度額 

法人のお客さま 
（法人カード） 

50万円 200万円 

50万円 50万円 

200万円 

50万円 

50万円 

50万円 

500万円 

1日あたりのご利用限度額 

当金庫本支店 
のATM

現金のお引出し 

お振込み 

提携金融機関 
のATM

デビットカードのお取引 
※ご利用限度額の変更はできません。 

※法人カードの提携金融機関でのご利用
は、「信用金庫」または「ゆうちょ銀行」
のATMに限られます。 

提携金融機関のATMでご利用の場合 
¡一部の提携金融機関では、ご利用限度額が異なる場合がご
ざいます。 

¡一部の提携金融機関では、お振込みができない場合がござ
います。 

デビットカードのご利用について 
¡デビットカードのご利用限度額は変更できません。なお、デビ
ットカードをご利用されない場合はお取引店窓口にて承ります。 

¡事業者カードローンでは、デビットカードのご利用はできま
せん。 

お振込限度額の変更をご希望されるお客さまへ 

お振込限度額の変更をご希望のお客さまはお取引店窓口にて承ります。 
その際には、お届出印、通帳（またはキャッシュカード）、ご本人の確認資料（運転免許証・パスポートなど）をご持
参ください。なお、法人のお客さまの場合はご来店者さまの確認資料をご持参ください。 

お引出し限度額の変更をご希望されるお客さまへ 

（1）お引出しご利用限度額を引下げる場合 
当金庫のATMで引下げることができます。操作方法につきましては窓口におたずねください。 

（2）お引出しご利用限度額を引上げる場合 
①法人のお客さま…200万円がご利用限度額の上限ですので引上げることはできません。 
②個人のお客さま…お手続きはお取引店窓口にて承ります。その際には、お届出印、通帳もしくはキャッシュ
カード、ご本人の確認資料（運転免許証・パスポートなど）をご持参ください。 
なお、引上げの限度額は200万円以内とさせていただきます。 

提携金融機関のご案内 

¡都市銀行　¡地方銀行　¡第2地方銀行　¡信用金庫　¡信用組合　¡農協・漁協 
¡ゆうちょ銀行　¡セブン銀行　¡コンビニATM　¡信託銀行　¡労働金庫 

カードと暗証番号は厳重に管理してください。 

1. 警察官、信用金庫職員などが電話や店舗などで暗証番号を
お尋ねすることはありません。暗証番号のお問い合わせがあ
っても絶対に教えないでください。 

2. カードの暗証番号は下記のような番号に絶対しないでください。 
もし、されている場合はただちに変更してください。 
 
 

暗証番号の変更は当金庫のATMで可能です。 

3. 暗証番号を他人に教えたり、カードを他人に渡したり、暗証番
号をカード上に書かないでください。 

4. カードを自動車内などに放置したり、酩てい等により他人に容
易に奪われる状況におかないでください。 

5. 暗証番号を書いたメモや暗証番号を推測されるような書類等
をカードと一緒に携行・保管しないでください。 

6. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話等と同一の
暗証番号として使用しないでください。 

7. 暗証番号をお忘れになった場合は必ずお取引店にご相談くだ
さい。 
※暗証番号を続けて間違えた場合は、キャッシュカードが無効
になり再発行手数料がかかりますのでご注意ください。 

生年月日 

勤務先の電話番号 その他、お客さま以外の方も知りえる番号 

車のナンバー 自宅の住所・地番・電話番号 

紛失または盗難にあわれた場合は、直ちに当金庫および警察へお届けください。 

（ （ ただし、提携金融機関のATM利用によるお振込限度額の上限は
200万円です。 


